
入 札 公 告 

 
平成２３年１２月５日 

    
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
理 事 長   前  田   豊   

 
１ 競争入札に付する事項 

件名及び数量 
業務委託「実験動物の肝臓、肺および精巣の病理標本作製および鏡検解析」  
 

２ 競争参加資格に関する事項 

（１） 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者でな

いこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者はこの限りではない。 

（２） 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後２年間を経過している

者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者について

も同様とする。 

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者。 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため

に連合した者。 

    ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

  ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 

  ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。 

    ⑥ ①～⑤の一に該当する事実があった後２年間を経過しない者を、契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他使用人として使用した者。 

（３） 平成 22・23・24 年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、厚生労

働省大臣官房会計課長より「物品の製造」又は「物品の販売」で A、B、C 又は D 等級に

格付けされている者。 

（４） 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。 
 
３ 入札説明 

業務委託の内容、入札方法等に不明な点がある者に対応するため、入札説明会を開催する。
入札説明会に参加する場合は、当研究所総務課経理第二係へ平成２３年１２月１３日（火）
午後５時までに連絡をすること。なお入札説明会への参加は、入札参加の必須条件ではない。 

日 時 平成２３年１２月１４日（水）１４時 
場 所 〒２１４－８５８５ 神奈川県川崎市多摩区長尾６－２１－１内 

     連絡先 独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務課経理第二係 
電話：０４４－８６５－６１１１ 

 

４ 入札及び開札 

（１）入札書の提出 

   入札書は郵送又は入札会場への持参により受け付ける。 

   ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達記録が残るもので開札日（平成２３年１

２月２６日）の１１時までに必着のこと。  

郵送先：〒２１４－８５８５ 神奈川県川崎市多摩区長尾６－２１－１  

独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務課経理第二係 

（２）入札及び開札の日時、場所 

日時 平成２３年１２月２６日（月）１４：００ 

場所 〒２１４－８５８５ 神奈川県川崎市多摩区長尾６－２１－１ 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所管理棟１階会議室 



  
５ その他 
（１）入札保証金に関する事項 

入札保証金の納付を免除する。 
（２）入札の無効 

上記２に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。 
（３）契約書作成の要否 

 要。 
（４）契約に係る情報の公表に関する事項 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームペ

ージで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意

の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお

願いいたします。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさ

せていただきますので、ご了知願います。 

 

以  上 



＜独立行政法人の契約に係る情報の公表＞ 

 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と

契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につい

て情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 
 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当研究所のホームページで

公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応

札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたしま

す。 
 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて

いただきますので、ご了知願います。 

（１）公表の対象となる契約先 
次のいずれにも該当する契約先 

① 当研究所において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再

就職していること 
② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと 
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

（２）公表する情報 
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締

結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 
① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及

び当機構における最終職名 
② 当研究所との間の取引高 
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず

れかに該当する旨 
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 
（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当研究所ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

当機構における最終職名等） 
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４）公表日 
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4月に締結した契約について

は原則として 93 日以内） 

（５）その他 
   応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をして

いただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ます

ので、ご了知願います。 
 

（別紙）



入 札 説 明 書

１ 競争入札に付する事項

（１）件名

「 、 」業務委託 実験動物の肝臓 肺および精巣の病理標本作製および鏡検解析

別紙仕様書参照のこと

（２）納入期限

平成２４年３月３０日(金)

（３）納入場所

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課

２ 入札心得

（１） 入札価格は、仕様書に基づいて算出した価格により入札を行う。

（２） 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５％

に相当する額を加算した金額（当該金額に1 円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする ）をもって、当法人の規程に定め。

るところにより予定価格の制限の範囲内で申し込みをした者のうち最低価

格の入札者を落札者とする。

※入札書の金額は消費税抜きの額を記載すること。

（３） 入札書の形式は任意とする。

（４） 入札書の宛名は 「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」宛と、

すること。

（５） 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印するこ

と。

（６） 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。

（７） 入札書における金額訂正は行わないこと。

（８） 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行う

ので、そのための入札書を用意すること。

なお、郵送による入札の場合には再度入札には参加できない。

３ 入札者に求められる義務

この入札に参加を希望する者は、入札公告２（３）の競争参加資格を有する

ことを証明する書類（競争参加資格の写し）を入札時までに提出しなければな

らない。なお、郵送の場合は入札書に同封してもよい。

以 上



仕 様 書 

 

実験動物の肝臓、肺および精巣の病理標本作製および鏡検解析 
 
試料は以下のとおりである。 
1. マウス肝臓（現在、中性ホルマリンに固定中） 

検体数、188 個 
2. マウス肺（右側）（現在、中性ホルマリンに固定中） 

検体数 80 個 
3. マウス精巣（右側）（改正デビッドソン液に４８時間固定後、中性ホルマリンに固定

中） 
検体数、108 個 

 
作業内容は以下の通りである。 
1. 染色前の試料処理：包埋、切り出し、パラフィンブロック作成 
2. 染色：薄切の後、肝臓と肺は HE 染色；精巣は PAS 染色 （１検体から１枚以上） 
3. 鏡検：１検体から１枚以上の標本を検査すること。 
4. 写真撮影：１標本に対して、低倍率と高倍率でそれぞれ１枚以上のデジタル写真を

クリアに撮ること。 
5. 報告書の作成：ノン GLP の実験ではあるが、個々の標本および全体について、で

きるだけ詳細に記述すること。上記の標本は肝臓は 3 つの実験から、肺および精巣

は 2 つの実験から採集したので、報告書も各臓器に対する報告書の中に、それぞれ

の実験に分けて記述すること。 
6. その他：本業務の実施に当たっては、担当者と十分な打ち合わせを行うこと。また、

必要に応じて、作製した組織標本及び病理組織学的評価について納入後に解説を行

うこと。 


